
１　負担金の予算決算等について

負担金の名称

負担金の金額

２　負担金の交付先について

所在

３　負担金の対象となる事業等について

事業実績
（具体的な手法）

負担金を交付して
市が得たメリット

負担金検証調書【令和４年度交付分】

公益財団法人都市計画協会会費 市の担当部課 都市整備部都市計画課　計画調整担当 問い合わせ先 0568-44-0330

123,000 円予算額 123,000 円 当初交付額 123,000 円

有 代表者
会長　石井喜三
郎

決算額 123,000 円 前年度決算額

東京都

構成団体 都道府県及び各市町村、協会の活動に賛同する民間企業や個人

設置の根拠 公益財団法人　都市計画協会定款による

意思決定の方法 定時評議会及び臨時評議会

名称 公益財団法人　都市計画協会 （法人格の有無）

所在 東京都千代田区 代表者 業務執行理事　西植　博

事業資金の管理責任者 業務執行理事　西植　博 事業資金の管理者

（事務局が市である場合）
市のルールに準じているか？

完全準拠でない
場合の内容等

（事務局が市でない場合）
具体的に記述

公益財団法人都市計画協会のルールに準じている
証拠書類
の有無

有

事業資金等の保管方法 金融機関で保管

事業内容
（事業の全体像）

１．.調査事業（自主研究・調査、受託調査研究）　２．普及啓発事業（機関誌、広報、図書発行）　３．大会、講習会等事業　４．都市計画推進事業　５．理事会・評議会の開催

（犬山市の役割） 都市計画協会調査研究事業への参加

１．調査事業（まちづくり情報の収集、国土交通省、地方公共団体等からの調査受託）　２．機関誌「新都市」（月刊）の発行、都市局所管補助事業実務必携及び都市計画ハンド
ブックの発刊
３．都市計画全国大会、まちづくりセミナー等開催

都市計画及びまちづくり分野の調査研究を行っており、都市計画のあり方やまちづくりの動向の分析を行い、月に１回の機関誌で情報提供を受けることができる。調査研究は多
岐にわたっており、情報提供により技術向上が見込まれる。また、調査事業などに参加することで職員の技術向上が見込まれるほか、発行される図書を事務の参考としている。

交付先の状況

事務局の体制等
契約、支出
決裁の方法



４　負担金の交付先における収支等について

犬山市負担金額（当初支出額） 123,000 円 精算の有無 無 精算（返還）額 0 円 精算後の負担金の額 123,000 円

負担金の対象となる全体事業費（精算がある場合は精算前の額） 収入額 184,260,622 円 支出額 187,630,445 円 余剰額 △ 3,369,823 円

構成員の負担割合（根拠） 人口割額と補正額（都市計画道路延長・公園面積・下水道排水区域面積を基にした金額）

余剰額が発生した場合の取扱い 次年度へ繰越 繰越額 円

交付先における収入の状況（精算前の額）

予算（当初支出時の想定） 決算（実績）

積算等 金額 積算等 金額 契約の方法、相手方等

事業費 円 調査研究費 46,184,101 円

機関誌発行・出版広報費 35,271,085

大会等開催・都市計画推
進費 11,130,094

人件費 51,585,422

減価償却費 2,844,477

その他雑費 12,974,080

1,325,619

管理費 円 人件費 21,212,214

0 円

円

減価償却費

積算がない場合
の特記事項

交付先における
支出の状況

項目

合計 187,630,445 円

その他雑費 5,103,353


